
 

 

議会モニターからの意見に対する対応状況 

第４回モニターアンケート分 

（議会だより第３８号について） 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月 滝沢市議会 



１ はじめに 

滝沢市議会では、「わかりやすい議会」「市民に近い議会」をめざすため、滝沢市議会基

本条例第２２条の規定に基づき、議会モニターを設置しています。 

  議会モニターは、議会に対し議会運営に関する意見や改善提言等を行うもので、現在１１

名の方を議会モニターとして委嘱し（任期：令和４年３月３１日まで）、ご意見、ご提言を

いただいております。 

 

２ 対応について 

（１）モニターから寄せられたご意見は、趣旨を損なわない範囲で一部要約している場合があ

ります。 

（２）モニターから寄せられたご意見は、氏名を伏した上ですべての内容を全議員に周知し、

共有しています。 

（３）寄せられたご意見を集約した上で、特にも議会運営に反映すべきとしたものを中心に協

議を重ね、その対応状況をまとめて記載しています。 

（４）なお、意見個々に対する議会内での議論の内容等について詳しく知りたい場合は、事務

局までお問い合わせください。 

 

３ 第４回モニターアンケートの回答数 

  １件 



議会だより第３８号（令和３年３月１５日発行）について 

Ｑ１ 特に関心のあった記事をチェックしてください。 

□市民懇談会     １件 

□ＩＣＴ報告     

□一般質問      １件 

□モニター意見・感想 １件 

□議決内容 

□その他の記事 

意見・感想 対 応 

・若者との意見交換は、大変よい取り組みと思います。 

・一般質問は、前回アンケートで報告済みです。 

・モニターの意見、感想への対処を期待します。 

・議決内容の記載に工夫が感じられました。 

 

 

Ｑ２ もう少し改善すべきと思う記事をチェックしてください。(複数回答可) 

□市民懇談会     １件 

□ＩＣＴ報告     

□一般質問       

□モニター意見・感想  

□議決内容 

□その他の記事 

意見・感想 対 応 

委員会として、どう活用していくという方向性が必要

と思います。 

 

 

Ｑ３ 議案内容はピックアップ欄を設け、より分かりやすい工夫をしています。いかがでした

か。(１つのみ回答) 

□とてもわかりやすかった １件 

□わかりやすかった     

□よくわからなかった 

意見・感想 対 応 

※なし  



Ｑ４ 一般質問で興味のあった記事を教えてください。（複数回答可） 

□なし 

意見・感想 対 応 

※なし  

 

Ｑ５ 全体的な感想をお聞かせください。(自由記入) 

意見・感想 対 応 

【３月会議一般質問（会派代表質問）】 

・施策の方針を問うのが基本ではないでしょうか（具

体の事業は、予算委員会で）。 

・当初予算の質問が少ないのは、何故でしょうか。 

・テーマが令和３年度の施政方針であることから、

「今後の施策、取り組み」は通常の一般質問で行う

べき。 

・「理想とする」「拡大に向けた」「将来の」「将来

像」などは、適した質問と思います。 

・「・・・すべき」「考えはないか」などの提言、提

案は、施政方針への質問には合わないのでは。 

・会派の特徴を発揮する場にするべきと思います（会

派の存在意義を示す）。 

・代表が質問できない場合は、他の議員がするべきと

思います（会派内の連携）。 

・いただいたご意見については、

全議員に共有するとともに、改め

て会派代表者会議等においても確

認し、改善につなげます。 

 

・会派代表質問に関して、滝沢市

議会会議規則第６１条第４項では

「質問の通告をした者が欠席した

とき、通告は、その効力を失う」

と規定されており、今回質問を通

告していた会派の代表が当日欠席

したため、規定に基づき同会派の

一般質問は行わなかったもので

す。同じ会派の議員が代わりに質

問することについては、今後会派

代表者会議でも検討することとし

ます。 

【予算決算常任委員会について】 

・令和３年度当初予算の総括的審査にも拘わらず、予

算とは無縁の一般質問は如何なものか。 

・一部ではあったが、きちっと予算に絡めた総括的審

査の質問があったことに安堵しました。 

いただいたご意見については、全

議員に共有するとともに、予算決

算常任委員会の開催前にも改めて

委員会において確認します。 

 

Ｑ６ 記事の中で確認したいことや気になることがありましたらご質問ください。(自由記入) 

意見・感想 対 応 

※なし  

 


